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大和郡山市入札監視委員会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12

年11月27日法律第127号）の趣旨を踏まえ、大和郡山市が発注する建設工事等の入

札及び契約の手続き等の透明性を確保し公正な競争を促進するため、大和郡山市入

札監視委員会（以下「委員会」という。）の設置等に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（委員会の事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本市が発注した建設工事及び建設コンサルタント等の業務（以下「建設工事等」

という。）に関し、入札及び契約に関する事務並びに市が取得した談合情報に対

する市の対策等について報告を受け、その適否について審議を行うこと。

(2) 本市が発注した建設工事等のうち、委員会が無作為に抽出した事例に関して、

一般競争入札参加資格の選定、指名競争入札に係る指名業者選定、随意契約に係

る契約業者の選定等の事務の適否について、審議を行うこと。

(3) 大和郡山市建設工事等苦情処理手続要領に規定する再苦情の審議を行うこと。

(4) 入札、契約事務等に伴い市が受けた不当な要求や圧力に関して、市長の依頼に

応じて事実関係の調査及び審議を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めた事項について、審議を行うこと。

（委員会の組織及び委員）

第３条 委員会の委員は、入札及び契約事務の執行状況等に係る審議その他の事務に

ついて、公正中立の立場において客観的かつ適正に行うことができる学識経験を有

する者のうちから、市長が委嘱する。

２ 委員会は、委員３人で組織する。

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 委員は、非常勤とする。

６ 委員の氏名及び職業については、公表するものとする。

７ 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

８ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

９ 委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定

する委員がその職務を代理する。

（会議及び議決）

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

２ 委員長は、会議の開催場所、日程及び議事をあらかじめ委員に通知しなければな

らない。

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
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４ 第２条第１号及び第２号の事務に係る会議（以下「定例会議」という。）は、原

則として３箇月に１回開催する。

５ 第２条第３号の事務に係る会議（以下「再苦情処理会議」という。）は、必要に

応じ開催する。

６ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。

７ 緊急やむを得ない事情等により、前各項の会議が開催できない場合は、同項の規

定にかかわらず、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。

８ 会議は、非公開とする。

９ 会議の会議録は、会議の概要を記した要点記録とし、市長が別に定める方法によ

り、閲覧に供するものとする。

（抽出の委任）

第５条 委員会は、第２条第２号に定める建設工事等の抽出に関する事務を、あらか

じめ指名した委員に委任することができる。

２ 前項の規定により委任を受けた委員は、定例会議において、抽出結果について報

告するものとする。

（意見の申述又は勧告）

第６条 委員会は、第２条第１号又は第２号の事務に関し、改善すべき点又は不適切

な点があると認めたときは、市長に対して意見を述べ、又は、勧告することができ

る。

２ 委員会は、前項の意見の申述又は勧告を行った場合は、その内容を公表するもの

とする。ただし、大和郡山市情報公開条例（平成９年12月大和郡山市条例第24号）

第６条第１項各号に該当する情報が含まれるものは、この限りでない。

（再苦情処理）

第７条 委員会は、第２条第３号の規定により、再苦情の申立があったときは、却下

すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

２ 委員会は、前項の審議を終えたときは意見書を作成し、その結果を市長に報告し

なければならない。

３ 前項の報告は、再苦情の申立があった日から概ね60日以内に行うものとする。

（委員の除斥）

第８条 委員は、第２条第２号又は第３号の事務に関しては、自己、配偶者又は三親

等以内の親族の利害に関係のある議事については審議に加わることはできない。

（守秘義務）

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。

（委員会の庶務）

第10条 委員会の庶務は、都市建設部入札検査課において処理する。
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（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

付 則

１ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

２ この要綱の施行後最初に開催される会議は、第４条第１項の本文の規定に関わ

らず、市長が招集する。


